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た
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。

▼
展
示
期
間　

２
月
22
日（
金
）〜

３
月
22
日（
金
）

▼
展
示
場
所

町
役
場
１
階　

町
民
ホ
ー
ル

▼
問
い
合
わ
せ
先

税
務
課　

収
納
係

☎（
62
）２
１
１
３

３
月
議
会
が
始
ま
り
ま
す

傍
聴
に
お
越
し
く
だ
さ
い

　

議
会
の
本
会
議
は
一
般
に
公
開
さ

れ
て
お
り
、
ど
な
た
で
も
傍
聴
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
議
場
は
役
場
３

階
で
す
。
傍
聴
す
る
人
は
、
傍
聴
席

入
口
に
あ
る
受
付
票
に
住
所
・
氏
名
・

年
齢
を
記
入
し
入
場
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
議
事
を
妨
害
す
る
恐
れ
の

あ
る
人
は
入
場
で
き
な
い
な
ど
、
傍

聴
の
際
に
は
注
意
事
項
が
あ
り
ま
す

の
で
、
職
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。

▼
開
会
予
定
日　

３
月
５
日（
火
）

※
一
般
質
問
は
11
日（
月
）、
12
日

（
火
）の
予
定
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

議
会
事
務
局　

議
事
係

☎（
62
）５
６
６
６

３
月
31
日
ま
で

▼
応
募
手
続
き

　

町
指
定
の
履
歴
書
に
写
真
を
貼
り

付
け
て
、
２
月
28
日（
木
）ま
で
に

上
下
水
道
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

履
歴
書
は
上
下
水
道
課
に
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
。

▼
選
考

　

面
接
試
験
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。

面
接
の
日
程
な
ど
は
後
日
通
知
し
ま

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課　

水
道
施
設
係

☎（
62
）５
６
２
２

「
税
に
関
す
る
習
字｣

を

展
示
し
ま
す

　

町
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
で
は
、

町
内
の
小
学
校
３
年
生
か
ら
６
年
生

ま
で
の
皆
さ
ん
に
、
税
に
つ
い
て
の

正
し
い
知
識
と
関
心
を
持
っ
て
い
た

だ
く
た
め
に
「
税
に
関
す
る
習
字
」

コ
ン
ク
ー
ル
を
毎
年
開
催
し
て
い
ま

す
。

　

今
年
も
皆
さ
ん
か
ら
多
数
の
作
品

が
寄
せ
ら
れ
、
厳
正
な
審
査
の
結
果
、

各
学
年
の
特
選
２
点
、
準
特
選
４
点
、

佳
作
６
点
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

受
賞
作
品
に
つ
き
ま
し
て
は
、
町

役
場
庁
舎
内
に
次
の
と
お
り
展
示
い

日
額
：
８
２
７
０
円
〜

賞
与
：
年
２
回

▼
勤
務
場
所

町
役
場　

保
健
福
祉
課

▼
選
考
方
法

書
類
選
考
・
面
接

※
面
接
の
日
時
に
つ
い
て
は
、
書
類

選
考
後
、
電
話
連
絡
い
た
し
ま
す
。

▼
応
募
手
続
き

　

２
月
28
日（
木
）ま
で
に
応
募
書

類（
町
指
定
履
歴
書
、
資
格
証
明
書
、

職
務
経
歴
書
）を
保
健
福
祉
課
へ
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
履
歴
書
は
保
健

福
祉
課
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

高
齢
者
福
祉
係

☎（
62
）２
１
１
５

水
道
施
設
嘱
託
員
募
集

　

町
上
下
水
道
課
で
は
、
次
の
と
お

り
嘱
託
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
職
種
お
よ
び
人
員

水
道
施
設
業
務
嘱
託
員　

１
人

▼
資
格
要
件

①
心
身
と
も
健
康
で
、
平
成
32
年
３

月
31
日
現
在
で
満
65
歳
以
下
の
人

②
高
校
卒
業
以
上
で
、
普
通
自
動
車

運
転
免
許
を
有
し
通
勤
が
で
き
る
人

③
水
道
施
設
業
務
に
関
心
の
あ
る
人

▼
勤
務
条
件

猪
苗
代
町
嘱
託
員
の
任
用
等
に
関
す

る
規
則
に
よ
る

▼
雇
用
期
間

平
成
31
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
32
年

議
　
会

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

▼
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　

そ
れ
ぞ
れ
募
集
一
覧
の
と
お
り
で

す
。
詳
し
く
は
、
各
担
当
課
へ
問
い

合
せ
く
て
だ
さ
い
。

介
護
支
援
専
門
員
・
介
護

認
定
調
査
員（
嘱
託
員
）

　

町
保
健
福
祉
課
で
は
、
介
護
保
険

の
要
介
護（
要
支
援
）認
定
調
査
に

携
わ
る
嘱
託
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
数　

１
人

▼
業
務
内
容

要
介
護（
要
支
援
）認
定
調
査
お
よ

び
介
護
認
定
審
査
会
に
係
る
業
務
な

ど▼
資
格
要
件

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
人

①
介
護
支
援
専
門
員（
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
）有
資
格
者

②
普
通
自
動
車
免
許（
オ
ー
ト
マ

チ
ッ
ク
車
限
定
も
可
）

▼
雇
用
期
間

平
成
31
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
32
年

３
月
31
日
ま
で

▼
勤
務
日
お
よ
び
時
間

勤
務
日
：
毎
週
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

の
週
５
日
勤
務

勤
務
時
間
：
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
５
時
15
分
ま
で

▼
賃
金

町
教
育
委
員
会
臨
時
職

員
お
よ
び
嘱
託
員

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
次
の
と
お

り
臨
時
職
員
と
嘱
託
員
を
募
集
し
ま

す
。

▼
募
集
業
務
お
よ
び
予
定
人
員　

募
集
一
覧（
下
表
）の
と
お
り

▼
資
格
要
件　

募
集
一
覧
の
と
お
り

▼
勤
務
条
件

○
臨
時
職
員
に
つ
い
て
は
、
猪
苗
代

町
臨
時
職
員
の
雇
用
等
に
関
す
る
規

則
に
よ
る

○
嘱
託
員
に
つ
い
て
は
、
猪
苗
代
町

嘱
託
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
に

よ
る

▼
応
募
手
続
き　

　

町
指
定
の
履
歴
書
に
記
入
し
、
写

真
を
貼
り
付
け
て
、
２
月
22
日（
金
）

ま
で
に
担
当
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
履
歴
書
は
各
担
当
課
に
備
え
付

け
て
あ
り
ま
す
。

▼
選
考

　

面
接
試
験
に
よ
り
選
考
し
ま
す
。

○
日
時　

３
月
３
日（
日
）

 　

午
前
９

時
か
ら

○
場
所　

町
役
場
２
階　

会
議
室

▼
雇
用
期
間　

平
成
31
年
４
月
上
旬
か
ら
平
成
32
年

３
月
下
旬
ま
で

募
　
集

№ 業務内容 資　格　要　件 勤務時間 勤務場所 募集人数

1 体験交流館等の施設管理清掃業務
自動車普通免許がある人
平成 32年３月 31 日現在で満 65歳以下の人 １日 町体験交流館 1人

生涯学習課臨時職員　　問生涯学習課　生涯学習係（町体験交流館内）　☎（72）0180

№ 業務内容 資　格　要　件 勤務時間 勤務場所 募集人数

1 学校司書補業務 司書資格または司書補としての勤務経験がある人
平成 32年３月 31 日現在で満 65歳以下の人

半日
（午後のみ） 町立小、中学校 ２人

2 学校教育の特別支援業務 教員免許がある人
平成 32年３月 31 日現在で満 65歳以下の人

１日
（７時間勤務） 町立小、中学校 ２人

№ 業務内容 資　格　要　件 勤務時間 勤務場所 募集人数

1 保育教諭業務 幼稚園教諭免許または保育士免許がある人
平成 32年３月 31 日現在で満 65歳以下の人 １日 町立こども園 ３人

２ こども園の施設管理清掃業務
自動車普通免許がある人
平成 32年３月 31 日現在で満 65歳以下の人

１日
（週３日程度） 町立こども園 １人

教育総務課嘱託員　　　問教育総務課　教育総務係　☎（62）5677

こども課嘱託員　　　　問こども課　こども園係（ひまわりこども園内）　☎（23）4105

【町教育委員会臨時職員・嘱託員募集一覧】

№ 業務内容 資　格　要　件 勤務時間 勤務場所 募集人数

1 学芸員業務 学芸員資格がある人
平成 32年３月 31 日現在で満 65歳以下の人

１日
（週４日程度） 町図書歴史情報館 １人

生涯学習課嘱託員　　　問生涯学習課　図書歴史情報館係（町図書歴史情報館内）　☎（23）7855

募
　
集

案
　
内
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・
奨
学
生
願
書
に
は
、
連
帯
保
証
人

の
署
名
が
必
要
で
す
。

・
連
帯
保
証
人
は
、
成
年
者
で
独
立

の
生
計
を
営
む
者
１
人
と
し
ま
す
。

・
提
出
さ
れ
た
書
類
な
ど
の
審
査
を

行
い
、
奨
学
資
金
の
貸
与
の
可
否
を

決
定
し
、
学
校
長
を
経
て
出
願
者
へ

通
知
し
ま
す
。

・
奨
学
資
金
は
、
毎
月
口
座
振
替
に

よ
り
申
請
者（
生
徒
）名
義
の
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。

・
奨
学
生
願
書
と
奨
学
生
推
薦
調
書

は
教
育
総
務
課
で
配
付
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
総
務
課　

教
育
総
務
係

☎（
62
）５
６
７
７

食
を
学
び
楽
し
く
健
康
づ

く
り　

食
改
さ
ん
募
集

　

食
生
活
改
善
推
進
員
は
、「
私
達

の
健
康
は
私
達
の
手
で
」
を
ス
ロ
ー

ガ
ン
に
、
食
を
通
じ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
町
が
開

催
す
る
講
座
を
１
年
間
受
講
す
る
と
、

食
生
活
改
善
推
進
員
と
し
て
活
動
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

研
修
で
は
、
健
康
の
基
本
で
あ
る

「
食
」
を
中
心
に
講
義
や
調
理
実
習

町
職
員
人
事
異
動

　

町
職
員
が
１
月
１
日
付
で
異
動
し

ま
し
た
。（　

）内
は
旧
職
名
。

異　

動
【
１
月
１
日
付
】

【
課
長
相
当
職
】

▼
保
健
福
祉
課
主
幹（
保
健
福
祉
課

副
主
幹
）本
田
由
里
子
▼
教
育
総
務

課
主
幹
兼
教
育
施
設
整
備
係
長（
建

設
課
副
課
長
兼
都
市
整
備
係
長
）安

部
庄
英

【
課
長
補
佐
相
当
職
】

▼
建
設
課
主
任
主
査
兼
都
市
整
備
係

長（
保
健
福
祉
課
主
任
主
査
兼
健
康

づ
く
り
係
長
）古
川
達
也

【
係
長
職
】

▼
保
健
福
祉
課
健
康
づ
く
り
係
長

（
総
務
課
主
査
）渡
辺
健
一

【
係
長
相
当
職
】

▼
総
務
課
主
査（
生
涯
学
習
課
主
査
）

古
川
勇
一
▼
教
育
総
務
課
主
査（
建

設
課
主
査
）佐
賀
祐
志

【
担
当
の
職
】

▼
建
設
課
主
事（
商
工
観
光
課
主
事
）

宍
戸
裕
之

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

し
て
く
だ
さ
い
。
未
申
請
で
年
度
が

変
わ
る
と
、
補
助
金
を
受
け
る
機
会

を
１
回
分
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

▼
補
助
金
額

▼
問
い
合
わ
せ
先

上
下
水
道
課　

下
水
道
係

☎（
62
）５
６
３
３

第
三
者
認
証
等
Ｇ
Ａ
Ｐ

研
修
会
・
相
談
会

　

町
で
は
、
農
業
分
野
で
注
目
を
集

め
て
い
る
第
三
者
認
証
等
Ｇ
Ａ
Ｐ
の

研
修
会
・
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

第
三
者
認
証
等
Ｇ
Ａ
Ｐ
は
、
東
京

な
ど
を
通
し
、
健
康
づ
く
り
に
つ
い

て
楽
し
く
学
び
ま
す
。

　
「
自
分
が
動
く
こ
と
で
誰
か
が
健

康
に
な
れ
る
」
素
敵
な
や
り
が
い
の

あ
る
活
動
で
す
。
ま
ず
は
自
分
の
た

め
に
、
そ
し
て
家
族
や
地
域
み
ん
な

の
た
め
に
健
康
づ
く
り
の
勉
強
を
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
対
象

町
内
在
住
の
人（
平
日
の
日
中
研
修

会
に
参
加
で
き
る
人
）

▼
研
修
期
間

平
成
31
年
４
月
〜
平
成
32
年
３
月

（
月
１
回
程
度
）

▼
研
修
内
容

健
康
づ
く
り
の
た
め
の
講
義
、
調
理

実
習
、
運
動
な
ど

▼
受
講
料　

無
料

▼
申
し
込
み
方
法

　

３
月
15
日（
金
）ま
で
に
電
話
ま

た
は
直
接
窓
口
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
係

☎（
62
）２
１
１
５

行
政
相
談
委
員
に

相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

行
政
相
談
委
員
が
役
所（
国
、
県
、

市
町
村
）
や
特
殊
法
人（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
、

人
　
事

Ｊ
Ｒ
な
ど
）の
仕
事
に
つ
い
て
の
相

談
に
応
じ
、
そ
の
解
決
の
お
手
伝
い

を
し
ま
す
。

　

定
例
相
談
会
は
毎
月
１
回
、
第
３

水
曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

２
月
20
日（
水
）、
３
月
20
日（
水
）

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

人
権
擁
護
・
行
政
相
談

委
員
合
同
相
談
会

　

町
で
は
、
次
の
日
程
で
人
権
擁
護

委
員
と
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の

人
権
の
擁
護
と
人
権
思
想
の
普
及
高

揚
を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

人
権
問
題
で
お
困
り
の
人
は
、
こ

の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

３
月
１
日（
金
）　

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

第
４
委
員
会
室

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

総
務
課　

秘
書
広
報
係

☎（
62
）２
１
１
１

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

平
成
30
年
度
分
の
浄
化

槽
維
持
管
理
事
業
費
補

助
金

　

町
で
は
、
猪
苗
代
湖
を
は
じ
め
と

す
る
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
の
た

め
、
浄
化
槽
を
適
正
に
維
持
管
理
し

て
い
る
人
に
対
し
、
そ
の
費
用
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

▼
補
助
対
象
と
な
る
要
件

①
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
「
保
守
点
検（
県
登
録
業
者
に
委

託
）」、「
清
掃（
町
許
可
業
者
に
委

託
）」、「
11
条
法
定
検
査（
県
指
定

検
査
機
関
実
施
）」
の
３
つ
を
全
て

完
了
し
て
い
る
こ
と

②
10
人
槽
以
下
の
浄
化
槽
で
あ
る
こ

と③
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
に
接
続

で
き
る
建
物
で
な
い
こ
と

④
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

⑤
単
独
処
理
浄
化
槽
の
場
合
は
、
初

回
申
請
か
ら
５
年
度
を
経
過
し
て
い

な
い
こ
と

▼
ご
注
意
く
だ
さ
い　
　
　
　
　
　

　

申
請
は
１
年
度（
平
成
30
年
４
月

１
日
か
ら
平
成
31
年
３
月
31
日
の

間
）に
１
回
限
り
で
す
。
ま
だ
申
請

し
て
い
な
い
人
は
、
忘
れ
ず
に
申
請

補
助
金

合併処理

浄化槽

合併処理浄化槽
（窒素リン除去型）

単独処理

浄化槽

５人槽 10,000 円 17,000 円 6,000 円

６～７人槽 13,000 円 20,000 円 8,000 円

８～ 10 人槽 16,000 円 25,000 円 10,000 円

種類

人槽

２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
へ
の
食
材
提
供

の
要
件
に
な
る
な
ど
、
今
後
の
農
業

を
考
え
る
上
で
重
要
な
取
り
組
み
で

す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

２
月
25
日（
月
）　

午
後
１
時
30
分

〜
午
後
４
時

▼
場
所　

町
農
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー

（
ア
グ
リ
い
な
）　

▼
そ
の
他

　

個
別
相
談
会
は
予
約
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

農
林
課　

農
業
振
興
係

☎（
62
）２
１
１
６

町
奨
学
生
を
募
集
し
ま
す

　

町
で
は
、
平
成
31
年
度
の
奨
学
生

を
募
集
し
ま
す
。
対
象
者
は
、
町
内

に
住
所
を
有
し
、
今
年
の
４
月
か
ら

高
等
学
校
に
進
学
す
る
人
で
す
。

▼
奨
学
資
金
の
額　

月
額
２
万
円
以
内

▼
貸
与
期
間　

平
成
31
年
４
月
か
ら

在
学
す
る
学
校
の
正
規
の
修
業
期
間

▼
出
願
方
法　

・
奨
学
生
願
書
と
奨
学
生
推
薦
調
書

を
在
学
す
る
学
校
経
由
で
教
育
総
務

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ここから下は広告欄です。お問い合わせは直接広告主にお願いします

農
　
業

募
　
集

相
　
談
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   春の全国火災予防運動

火災予防の3つの習慣と４つの対策を実施しましょう。
 3 つの習慣
・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用
する。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
 ４つの対策
・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、
防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を
設置する。
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所
の協力体制をつくる。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　問猪苗代消防署　☎（62）4433

ご
利
用
く
だ
さ
い

「
未
来
の
夢
た
い
肥
」

販
売
の
お
知
ら
せ

　

町
優
良
堆
肥
製
造
施
設
で
は
、
現

在
、
春
の
需
要
に
向
け
て
完
熟
の
良

質
堆
肥
を
製
造
し
て
い
ま
す
。

　

施
肥
時
期
に
な
り
ま
し
た
ら
、
ぜ

ひ
「
未
来
の
夢
た
い
肥
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
大
口（
お
お
む
ね
１
㌧
以

上
）で
配
達
を
希
望
す
る
人
は
、
希

望
日
か
ら
１
ケ
月
前
ま
で
に
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

▼
料
金

●
特
殊
肥
料

○
バ
ラ
、
フ
レ
コ
ン
バ
ッ
グ
詰

・
１
㌔
㌘
当
た
り　

７
円（
税
別
）

○
散
布
用

※
当
施
設
機
械
散
布

・
１
㌔
㌘
当
た
り　

９
円（
税
別
）

○
小
袋
10
㌔
㌘
入
り

※
Ｊ
Ａ
会
津
よ
つ
ば　

あ
い
づ
東
部

営
農
経
済
セ
ン
タ
ー
店
頭
扱
い

・
１
袋　

１
４
６
円（
税
別
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

農
林
課　

堆
肥
施
設
係

【
堆
肥
施
設
】

☎（
85
）８
８
１
０

【
農
林
課
】

☎（
62
）２
１
１
６

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
の
助
成
対
象
者（
１
歳
か
ら
18

歳
ま
で
の
子
ど
も
と
妊
婦
。
高
齢
者

は
除
く
）で
、
平
成
30
年
11
月
１
日

か
ら
平
成
31
年
１
月
31
日
ま
で
に
町

外
の
医
療
機
関
で
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
を
受
け
、
接
種
費
用
を
実

費
で
支
払
っ
た
人
に
対
し
て
、
接
種

料
金
の
全
額
ま
た
は
一
部
を
助
成
し

て
い
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
、
次
の

書
類
を
持
参
の
上
、
保
健
福
祉
課
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
高
齢
者
区
分
の
人
は
、
助
成
さ
れ

た
金
額
で
請
求
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

役
場
で
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

▼
持
参
書
類

領
収
書
、
接
種
済
証（
母
子
手
帳

な
ど
）、
銀
行
ま
た
は
Ｊ
Ａ
の
通
帳
、

印
鑑

▼
問
い
合
わ
せ
先

保
健
福
祉
課　

健
康
づ
く
り
係

☎（
62
）２
１
１
５

告　

示

・
第
63
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
再
交
付
に
係
る
無
効
告
示
」（
町

民
生
活
課
国
保
年
金
係
） 

・
第
64
号
「
指
定
給
水
装
置
工
事
事

業
者
証
交
付
」（
上
下
水
道
課
水
道

管
理
係
）

・
第
65
号
「
町
県
民
税
督
促
状
の
公

示
送
達
」（
税
務
課
収
納
係
）

・
第
66
号
「
平
成
30
年
度
国
民
健
康

保
険
税
納
税
通
知
書
の
公
示
送
達
」

（
町
民
生
活
課
国
保
年
金
係
）

・
第
67
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
再
交
付
に
係
る
無
効
告
示
」（
町

民
生
活
課
国
保
年
金
係
）

・
第
68
号
「
猪
苗
代
町
ふ
る
さ
と
納

税
推
進
事
業
実
施
要
綱
の
一
部
を
改

正
す
る
要
綱
」（
企
画
財
務
課
財
務

係
）

・
第
69
号
「
猪
苗
代
町
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
地

域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
人
員
に
関
す
る
資
格
及
び
研
修

を
定
め
る
要
綱
」（
保
健
福
祉
課
高

齢
者
福
祉
係
）

・
第
70
号
「
平
成
30
年
度
第
二
期
固

定
資
産
税
督
促
状
の
公
示
送
達
」（
税

務
課
収
納
係
）

・
第
71
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
再
交
付
に
係
る
無
効
告
示
」（
町

民
生
活
課
国
保
年
金
係
）

・
第
72
号
「
猪
苗
代
町
議
会
定
例
会

の
招
集
」（
総
務
課
行
政
管
理
係
）

・
第
73
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
再
交
付
に
係
る
無
効
告
示
」（
町

民
生
活
課
国
保
年
金
係
）

・
第
74
号
「
平
成
30
年
度
固
定
資
産

税
減
免
の
適
用
除
外
通
知
書
の
公
示

送
達
」（
税
務
課
賦
課
係
）

・
第
75
号
「
指
名
競
争
入
札
の
方
法

に
よ
り
工
事
又
は
製
造
の
請
負
、
物

品
の
買
入
れ
そ
の
他
の
契
約
を
締
結

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

及
び
そ
の
審
査
に
必
要
な
申
請
の
時

期
並
び
に
当
該
申
請
に
必
要
な
書
類

の
指
定
の
一
部
改
正
」（
企
画
財
務

課
財
務
係
）

・
第
76
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
再
交
付
に
係
る
無
効
告
示
」（
町

民
生
活
課
国
保
年
金
係
）

公　

告

・
第
27
号
「
平
成
30
年
９
月
分
「
農

用
地
利
用
集
積
計
画
」」（
農
業
委
員

会
農
地
係
） 

・
第
28
号
「
平
成
30
年
度
猪
苗
代
町

の
発
注
予
定
工
事
情
報
」（
企
画
財

務
課
財
務
係
）

・
第
29
号
「
平
成
30
年
10
月
分
「
農

用
地
利
用
集
積
計
画
」」（
農
業
委
員

会
農
地
係
）

・
第
30
号
「
猪
苗
代
農
業
振
興
地
域

整
備
計
画
変
更
」（
農
林
課
農
業
振

興
係
）

・
第
31
号
「
抑
留
犬
公
告
」（
町
民

生
活
課
環
境
係
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

いなわしろタウンページ まちのお知らせ

掲
示
板

全国統一
防火標語

３/ １（金）～７（木）

住民基本台帳の
写しの閲覧状況

住民基本台帳法第 11 条第３項及び第 11 条の２第 12 項の規定に基づ
き、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況についてお知らせします。
（閲覧期間：平成 30 年１月 1日から平成 30 年 12 月 31 日まで）
　　　　　　　　　　　　　　問町民生活課　町民係　☎（62）2114

◆国または地方公共団体の請求によるもの（法第 11条）

閲覧日 国又は地方公共団体の機関の名称 請求事由の概要 閲覧に係る住民の範囲

平成 30 年
10 月 29 日

自衛隊福島地方協力本部
会津若松出張所　広報官　三浦　和明 自衛官の募集に伴う広報のため 平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4 月 1

日生まれの日本人の男女

◆個人または法人の申し出によるもの（法第 11条の２）

閲覧日 申出者の氏名
（法人の場合はその名称及び代表者氏名） 利用目的の概要 閲覧に係る住民の範囲

平成 30 年
５月 23 日

一般社団法人中央調査社
会長　大室　真生 テレビ視聴に関する調査 大字山潟字湊志田、字大妻、字浜志田、

字舟付場の満 16 歳以上の日本人の男女

平成 30 年
６月８日

一般社団法人中央調査社
会長　大室　真生 生涯学習に関する世論調査

字町島田、字祢次、字上村東、字村北、
字新上村前、字上村西、大字磐里字上
野の満 18 歳以上の日本人の男女

平成 30 年
６月 27 日

株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長　鈴木　稲博

生活意識に関するアンケート調
査 大字蚕養の満 20 歳以上の男女

平成 30 年
６月 28 日

一般社団法人中央調査社
会長　大室　真生

2018 年新聞および web 利用に
関する総合調査

大字磐里字上ノ上の満 15 歳以上の日本
人の男女

平成 30 年
10 月 25 日

株式会社 IT スクエア
代表取締役社長　渡邉　亨

平成 30 年度福島県まちづくりに
関する意識調査 町内全域の満 18 歳以上の男女

「忘れてない？サイフにスマホに火の確認」

善意をありがとうございます

○県綱引連盟猪苗代支部
　県綱引連盟猪苗代支部は 12 月 17 日、町に綱引
用の綱３本と用具一式を、町体育協会に 97,040 円
を寄付しました。贈呈式は同日、町役場で行われ、
遠藤一喜支部長が宇南山忠明教育長に目録を手渡し
ました。

○日本生命労働組合郡山支部
　日本生命労働組合郡山支部は 12 月 17 日、町に
車いす１台を寄贈しました。

左から鈴木勝廣副支部長、宇南山教育長、遠藤支
部長、佐藤方則顧問


